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国民公園所管換（皇居外苑、京都御苑、新宿御苑）

支笏湖、日光湯元、上高地集団施設地区の所管換開始
国民保養温泉地指定

国民休暇村構想まとまる

日光国立公園の日光湯元に最初のビジターセンター建設

東海自然歩道整備事業開始（～昭和49年）、国民休養地制度発足

九州自然歩道整備事業開始（～昭和55年）

中国自然歩道整備事業開始（～昭和57年）

ふるさと自然公園国民休養地制度導入
四国自然歩道整備事業開始（～平成元年）
首都圏自然歩道整備事業開始（～昭和63年）

東北自然歩道整備事業開始（～平成8年）
リフレッシュトイレ作戦開始

国指定鳥獣保護区における保全事業開始、エントランス整備事業開始

国立公園の直轄事業の拡充、自然環境整備交付金の創設（自然公園等整備費補助金の廃止）

エコロジーキャンプ場整備事業開始

緑のダイヤモンド計画開始、エコ・ミュージアム整備事業開始、中部北陸自然歩道整備事業開始（～平成12年）

ふれあい自然塾整備事業開始、近畿自然歩道整備事業開始（～平成15年）

自然学習歩道整備事業開始

自然再生事業開始、日本百名山登山道整備事業開始、自然公園利用拠点新活性化事業開始

北海道自然歩道整備事業開始

生態系維持回復事業開始

陸中海岸国立公園等復旧事業開始
三陸復興国立公園等復興事業開始
東北太平洋岸自然歩道整備事業開始（～令和元年）

那須平成の森開園

自然観察の森整備計画

千鳥ケ淵戦没者墓苑所管換

自然環境整備交付金を活用した国立公園整備事業の開始
国立公園満喫プロジェクト重点整備事業の開始
国立公園等施設利用環境整備事業の開始

昭和46年　環境庁設立

平成6年　公共事業予算化

平成3年　生活関連特別枠の設定

平成29年　長寿命化予算の創設

平成13年　
環境省設立

平成17年　三位一体の改革、
地方環境事務所の設立

：東日本大震災復興特別会計

：一般会計
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自然公園制度の沿革

昭和6年 国立公園法制定
◦美的見地による公園の指定、
　大風景の保護開発（観光による地域振興）

昭和9年～ 国立公園指定
◦瀬戸内海、雲仙、霧島
◦阿寒、大雪山、日光、中部山岳、阿蘇

昭和11年 ◦十和田、富士箱根、吉野熊野、大山

昭和24年 国立公園法改正
◦�特別保護地区制度、国立公園に準ずる�
地域（国定公園）制度の創設

昭和32年 自然公園法制定
◦自然風景地の保護と利用
◦�国立公園、国定公園、都道府県立�
自然公園制度（指定主体の明確化）

昭和40年 観光ブームを背景とした観光道路建設と、
それに伴う自然破壊が問題化

自然公園における環境保全の
強化を図る法令の改正等

昭和45年 ◦�海中公園制度の創設、清潔の保持、�
指定湖沼制度の創設

昭和48年 ◦�普通地域の規制強化、�
ゴルフ場を公園事業から削除

昭和49年 ◦特別地域の地種区分を規定
◦自然保護憲章決定

昭和50年 ◦�国立公園内（普通地域を除く）における
各種行為に関する審査指針策定

動植物に対する保護強化を図る改正
平成2年 ◦�動植物の殺傷及び損傷の制限、�

車馬乗入れ規制の創設

平成6年 ◦自然公園等事業の公共事業予算化

平成7年 ◦生物多様性国家戦略

地方分権への対応
平成12年 ◦�国立公園の許認可事務の直接執行化�

（管理主体の明確化）
◦審査基準の法令化

生物多様性の確保を図る改正
平成14年 ◦新・生物多様性国家戦略

◦責務規定に「生物多様性の確保」を追加
◦�利用調整地区、風景地保護協定、�
公園管理団体の創設
◦�特別地域内の物の集積、指定動物の捕獲、
指定区域への立入りを新たに規制

三位一体の改革に伴う
自然公園整備における国と
地方の役割分担の明確化

平成17年 ◦国立公園の直轄事業の拡充
◦自然公園等整備費補助金の廃止
◦自然環境整備交付金の創設

外来生物への対応
平成18年 ◦�特別保護地区における動植物の放出を�

新たに規制

平成19年 ◦第三次生物多様性国家戦略

平成20年 ◦�生物多様性基本法の制定により、�
国家戦略を法定化

生物多様性の確保の充実を図る改正
平成21年 ◦�目的規定に保護と利用による�

「生物多様性の確保」への寄与を追加
◦海域公園地区制度の創設
◦生態系維持回復事業制度の創設
◦�特別地域等における動植物の放出等に�
係る規制の強化

平成22年 ◦生物多様性国家戦略2010
◦生物多様性条約第10回締約国会議開催

平成24年 ◦�自然環境整備交付金の廃止�
（地域自主戦略交付金へ移行）
◦生物多様性国家戦略2012-2020

平成25年 ◦�自然環境整備交付金の創設�
（ 地域自主戦略交付金の廃止）

平成27年 ◦�自然環境整備交付金を活用した国立公園
整備事業の開始

平成28年 ◦国立公園満喫プロジェクトの開始

平成29年 ◦国立公園等施設利用環境整備事業の開始

平成30年 ◦�防災・減災、国土強靭化のための3か年
緊急対策の実施（～令和2年） 
◦国際観光旅客税の創設

令和3年 ◦�防災・減災、国土強靭化のための5か年
加速化対策の実施（～令和7年）

利用面の施設強化を図る改正
令和4年 ◦自然体験活動促進計画制度の創設

◦利用拠点整備改善計画制度の創設
◦国立公園等の保全管理の充実

令和7年 ◦�自然公園等施設災害復旧事業費補助金の
創設

令和8年 ◦�国土強靭化実施中期計画の実施�
（～令和12年）
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